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平成３１年２月２７日判決言渡 

平成３０年（行ケ）第１０１４３号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成３１年１月２１日 

            判    決 

     

          原 告    株式会社アールシーコア 

                 

同訴訟代理人弁護士    鈴   木       修 

            西   川   喜   裕 

同訴訟復代理人弁護士  炭   谷   祐   司 

同訴訟代理人弁理士   中   田   和   博 

            神   蔵   初 夏 子 

     

          被 告   株 式 会 社 ９ Ｇ Ａ Ｔ Ｅ Ｓ 

           

同訴訟代理人弁護士    西   脇   怜   史 

            宮   島   明   紀 

            星   野   真 太 郎 

同     弁理士   泉   澤   ひ さ 枝 

                      主    文 

１ 特許庁が無効２０１８－８９０００１号事件について平成３０

年８月３１日にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 請求 

 主文第１項と同旨 
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第２ 事案の概要 

 １ 特許庁における手続の経緯等 

 (1) 被告は，以下の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１，

２，１６）。 

 登録番号：登録第５８９０５４０号 

 商標の構成：ＬＯＧ（標準文字） 

 出願年月日：平成２８年５月１８日 

 査定年月日：平成２８年１０月７日 

 登録年月日：平成２８年１０月２１日 

 指定役務：第３６類「建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建

物の売買の代理又は媒介」及び第３７類「建設工事，建築工事に関する助言」（以

下，併せて「本件役務」という。）を含む。 

 (2) 原告は，平成２９年１２月２７日，本件商標登録のうち，本件役務を指定

役務とする部分について，商標登録無効審判を請求した。 

 (3) 特許庁は，原告の請求を無効２０１８－８９０００１号事件として審理し，

平成３０年８月３１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写

し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年９月１０日，

原告に送達された。 

 (4) 原告は，平成３０年１０月１０日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を

提起した。 

 ２ 本件審決の理由の要旨 

 本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本件商標は，

商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当しない，というものである。 

 ３ 取消事由 

 (1) 商標法３条１項３号該当性判断の誤り（取消事由１） 

(2) 商標法４条１項１６号該当性判断の誤り（取消事由２） 
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第３ 当事者の主張 

１ 取消事由１（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）について 

〔原告の主張〕 

(1) 本件商標について 

「ＬＯＧ」は，「ログ」との称呼を生じ，大文字「ＬＯＧ」と小文字「ｌｏｇ」

の区別は問題にならない。そして，「ＬＯＧ（ｌｏｇ）」及び「ログ」の語は，一般

的に「丸太」，「（コンピュータの記録としての）ログ」などの意味を有し，さらに，

本件役務に関する分野では，「ｌｏｇ ｈｏｕｓｅ（ログハウス）」といった意味で

も使用され，理解されている。 

一方，本件役務の提供の対象には，いずれも建物が含まれているから，「ＬＯＧ」

の欧文字からなる本件商標をその指定役務に使用した場合には，これに接する取引

者，需要者は，その役務が丸太ないし丸太材を用いてする（ログハウスの）建設工

事，丸太材を用いる（ログハウスの）建築工事についての助言，そしてそのように

して建築された建物（ログハウス）を貸与し売買するものであることを表したもの

と理解する。 

このように，本件商標の表示態様から，その指定役務の取引者又は需要者はその

役務の質又は本件役務の提供の用に供する物を認識するのであって，「ＬＯＧ」の

文字が役務の何らかの質等を具体的に表すものとして一般に使用されていることの

立証は不要である。 

(2) 本件商標の使用状況 

ア 「建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与」に関する分野における使用 

不動産の賃貸借又はその仲介を行う不動産の総合情報サイトでは，「ＬＯＧ」又

は「ログ」の語が，「ログハウス」あるいは「丸太」の意味で使用されている。ま

た，ログハウス仮設住宅の被災者への貸出し等を紹介したサイトにおいて，「ログ」

との語が使用されている。さらに，ホテルや貸別荘などの建物の貸借を行う企業等

のウェブページでは，ホテルの名称，賃貸物件や宿泊施設の名称の一部に「ＬＯＧ
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（ｌｏｇ）」又は「ログ」が使用され，ログハウスが宿泊施設であることを示して

いる。 

したがって，「建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与」に関する分野において，

当該役務の対象である建物が丸太を用いた建物であること，又はログハウスである

ことを表示するものとして，「ＬＯＧ」，「ｌｏｇ」及び「ログ」の語が使用されて

いることは明らかである。 

イ 「建物の売買，建物の売買の代理又は媒介」に関する分野における使用 

不動産売買又はその仲介を行う不動産の総合情報サイトでは，「ログ」が「ログ

ハウス」又は「丸太」の意味で使用されている。また，同種の雑誌等では，「ログ」

が「丸太」「ログ材」「ログハウス」などの意味で使用されている。さらに，インタ

ーネット上の掲示板等における取引者や需要者のコメントには，「ログ」が「ログ

ハウス」などの意味で使用されている。 

したがって，「建物の売買，建物の売買の代理又は媒介」に関する分野において，

当該役務の対象である建物が丸太を用いた建物であること，又はログハウスである

ことを表示するものとして，「ログ」の語が使用されていることは明らかである。 

ウ 「建設工事，建築工事に関する助言」に関する分野における使用 

ログハウスの設計，施工などの建築工事を行う企業の企業名に「ＬＯＧ（ｌｏ

ｇ）」又は「ログ」との語が多用されているほか，「ログ」が「ログハウス」「丸太」

「ログ材」などの意味で使用されている。 

したがって，「建設工事，建築工事に関する助言」に関する分野において，当該

役務が丸太を用いたものであること，その対象である建物が丸太を用いた建物であ

ること，又はログハウスであることを表示するものとして，「ＬＯＧ（ｌｏｇ）」及

び「ログ」の語が使用されていることは明らかである。 

エ 本件商標の使用状況は，以上のとおりであるほか，建築関係の企業のカタロ

グやパンフレットにおける使用状況，建物や建築に関する業界における取引者や需

要者の認識でも，「ログ」が「ログハウス」「丸太」「ログ材」などの意味で使用さ
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れている。また，本件商標の派生語が広く使用されている。さらに，データベース

「日経テレコン２１」において，本件役務と密接不可分のキーワードである「建設」

「建物」「ハウス」と「ＬＯＧ」を掛け合わせて検索すれば，その検索数は，それ

ぞれ２２３件，９８件，１２８件に及ぶほか，そこでも，「ログ」が「ログハウス」

「丸太」「ログ材」などの意味で使用されている。 

そうすると，本件役務を取り扱う業界において，ログハウスや丸太などのログ材

を意味する語として「ＬＯＧ（ｌｏｇ）」又は「ログ」は普通に使用されていると

いうべきである。 

したがって，本件役務において，「ＬＯＧ（ｌｏｇ）」又は「ログ」の語が使用さ

れれば，その需要者や取引者は，ログハウス（本件役務の質）又は丸太などのログ

材（本件役務の提供の用に供する物）を表示するものと認識するということができ

る。 

(3) 公益 

企業名等に「ＬＯＧ」や「ログ」を含んでいる企業等は多数あり，その販促物等

においても「ＬＯＧ」等を多用している。また，日本ログハウス協会会長も，本件

商標の独占使用に懸念を述べている（甲２３３）。このように，「ＬＯＧ」や「ログ」

は丸太又はログハウスを意味するものとして，取引に際し必要適切な表示として何

人もその使用を欲するものであるから，被告にその独占使用を認めるのは公益上適

当ではない。 

(4) 小括 

よって，「ＬＯＧ」は本件役務の質又は本件役務の提供の用に供する物を普通に

用いられる方法で表示するものであるから，「ＬＯＧ」のみからなる本件商標は，

本件役務との関係において，商標法３条１項３号に該当する。 

〔被告の主張〕 

(1) 本件商標について 

ア 「ＬＯＧ」等の意義 
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(ア) 本件商標が，大文字３文字に応じて「エルオオジイ」と称呼される場合，

各語の頭文字の三文字を並べる，三文字頭字語としての表示であると理解されるか

ら，本件商標は，何らかの略語，略語が示唆する原義，又は，一種の造語として認

識，理解されるにとどまり，本件役務の質等を表すものではない。 

また，本件商標が，「ｌｏｇ」と同じ「ログ」と称呼され，「丸太」の意味を認識

させることがあるとしても，「ｌｏｇ」ないし「ログ」の辞書的な意味としては，

「記録」，「航海記録［日誌］」，「対数」，「測程器」，「～の記録を取る」，「〔ある距離

を〕走行する」，「〔航空機や船がある速度を〕出す」，「〔仕事などにある時間を〕費

やす，かける」，「航空記録［日誌］」，「〔乗り物の〕運行記録［日誌］，〔機械の〕運

用記録」，「旅行日記」，「工程日誌」，「ロガリズム」，「ログブック」，「パソコン通信

の通信記録」，「コンピュータの利用状況や通信の記録」，「怠け者，愚か者」などが

あり，「丸太」以外にも多数の語義を有する。 

さらに，「過去ログ」，「データログ」，「ログをみる」，「ログイン」，「ログアウト」

などの用語に代表されるように，近年，「起こった出来事についての情報などを一

定の形式で時系列に記録・蓄積したデータ」を指し示す用語としての用法も一般的

である。 

このように，「ｌｏｇ」や「ログ」は，何らかの略語，略語が示唆する原義若し

くは一種の造語，又は「記録」「丸太」など，多様な意味，観念を生じさせるもの

であって，「ＬＯＧ」から，一義的に「丸太」という意味，観念が生じることはな

い。 

(イ) 本件役務の分野においても，「ＬＯＧ」ないし「ｌｏｇ」「ログ」は，造語

ないし多義語として実際に使用されている。 

被告も，「ＬＯＧ」を不動産事業の一つにおいて使用しているところ，これは

「大航海時代の船の航海における計測器」を語源として採択されたものであって，

丸太やログハウスの意味で使用していない。 

イ 「丸太」を想起する過程 
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「ＬＯＧ」が「ｌｏｇ」ないし「ログ」に置換され，建物を示す「ｈｏｕｓｅ」

ないし「ハウス」と結合し，「ｌｏｇｈｏｕｓｅ」「ログハウス」として使用された

場合に初めて「ＬＯＧ」から「丸太」が想起される。本件役務の分野においても，

このような「ｈｏｕｓｅ」ないし「ハウス」といった言葉と結合し，あるいは関連

付けることなく，「ＬＯＧ」から直ちに「丸太」が想起されることはない。「ＬＯＧ」

が「丸太」の意味を認識させるのは，「ｈｏｕｓｅ（ハウス）」といった特定の言葉

と結合し，あるいは関連付けられた場合のみである。 

例えば，建築工事を請け負う企業名の一部に「ＬＯＧ（ｌｏｇ）」又は「ログ」

が使用されているとしても，これらは，ログハウスを専門に取り扱っている企業が

企業名に「ログ」を使用しているというだけであって，当該企業名の「ログ」のみ

から直ちに「丸太」を想起することはない。また，ホテルの名称，賃貸物件や宿泊

施設の名称の一部に「ＬＯＧ（ｌｏｇ）」又は「ログ」が使用されているとしても，

これらは，ログハウスの名称として「ログ」を使用しているというだけであって，

当該ホテル名等の「ログ」のみから直ちに「丸太」を想起することはない。 

ウ 商標法３条１項３号にいう商標に該当するか否かは，需要者，取引者が，当

該商標から指定役務の質等を直接的・一義的に看取し得ることが必要である。しか

し，「ＬＯＧ」から「丸太」ないし「ログハウス」を想起するまでには，幾重の想

像，連想の過程を要するのであって，「ＬＯＧ」のみから一義的に「丸太」の意味

が理解，認識されるのではない。 

したがって，「ＬＯＧ」は，具体的な役務の質，提供の用に供する物を普通に用

いられる方法で表示する商標ではない。 

(2) 本件商標の使用状況 

ア 使用時期 

本件商標の使用の事実のうち，登録査定時より後のもの，又は使用時が明らかで

ないもの（甲１７～１５５，１９７，２０１，２１０，２１２，２１７～２２１，

２２３，２２４，２２７～２３２，２５４，２６９～２７４）は，商標法３条１項
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の要件の存否に影響を与えない。 

イ 「ｌｏｇ」及び「ログ」の使用 

大文字アルファベット三文字を並べた表示は，三文字頭字語として認識されるこ

とも多いから，本件商標が大文字３文字から構成されている事実は，本件商標の特

徴の一つである。「ｌｏｇ」又は「ログ」の使用事実を示すものは，「ＬＯＧ」の使

用事実を示すものにはならない。 

ウ 単独使用 

「ＬＯＧ ＨＯＵＳＥ」や「ＯＬＤ ＬＯＧ」など，「ＬＯＧ」を単独で使用し

ていないものをもって，「ＬＯＧ」が，丸太やログハウスの意味に使用されている

と評価することはできない。これにより，「ＬＯＧ」が丸太やログハウスを想起さ

せているとしても，それは間接的，暗示的に想起させているにすぎないというべき

である。 

また，「ＬＯＧ」が使用されているのは，ログハウスと関連付けられた場合のみ

であり，ログハウスとは無関係に「ＬＯＧ」が「丸太」の意味で使用されている事

実はない。さらに，「ログ」がそれのみで「丸太」の意味で使用されていることを

示す証拠も存しない。 

エ その他の事情 

原告は，ログハウスを説明する際に，「ｌｏｇ」や「ログ」が「丸太」の意味で

使用されているということ，すなわち，「ログハウス」「ｌｏｇｈｏｕｓｅ」の「ロ

グ」「ｌｏｇ」は「丸太」であると主張しているにすぎない。 

なお，「ログ」の語を用いた派生語（ログビルダー，角ログ）が意味するところ

は，「ログ」が「丸太」の意味に理解されていることを示しているにすぎず，「ＬＯ

Ｇ」が一義的に「丸太」を意味するわけではない。また，ログハウス業界に所属す

る者の陳述書は，「ログハウス」を念頭に「ＬＯＧ」を「丸太」の意味で理解する

と述べているにすぎず，建物や建築に関する業界における取引者や需要者が「ＬＯ

Ｇ」を丸太やログハウスの意味に理解することを示すものではない。さらに，デー
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タベース「日経テレコン２１」によれば，「建設」，「建物」，「ハウス」が使用され

ている記事が膨大であるにもかかわらず，その中で「ＬＯＧ」が使用されている記

事は，それぞれ１００万分の１８，１００万分の８５，１００万分の５４と，ごく

僅かである。 

オ 以上のとおり，「ＬＯＧ」が，本件役務の分野において，それのみで，その

役務提供の質又はその対象である建物の特徴が，丸太ないし丸太材を用いたもので

あることを表示するものとして普通に使用されている事実はない。 

(3) 公益 

「ＬＯＧ」や「ログ」は，丸太の意味のみに解されるものでなく，取引に際し，

必ずしも必要適切な表示としてその使用が欲せられるものでない。また，「ＬＯＧ」

や「ログ」を丸太の意味で記述的に使用しても，商標的使用でなければ，商標法上，

何ら制限されない。被告に本件商標の独占使用を認めても公益上適当ではないとい

うことはできない。 

(4) 小括 

よって，本件商標は，商標法３条１項３号に該当しない。 

２ 取消事由２（商標法４条１項１６号該当性判断の誤り）について 

〔原告の主張〕 

本件商標は，これに接する需要者又は取引者に対し，役務の対象がログハウス等

であると認識させる。本件商標を，ログハウス等以外を対象とする本件役務に使用

すれば，その役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。 

 よって，本件商標は，本件役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから，商標法４

条１項１６号に該当する。 

〔被告の主張〕 

 「ＬＯＧ」は，本件役務の質を表示するものと認識させるものではない。 

 また，本件役務における取引者，需要者は，経済的合理的な判断をするのに十分

な年齢であり，かつ，取引価格の高額さゆえ，出所や品質を極めて重要な判断材料
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としているといえる。このような高い注意力を持った取引者，需要者が，多様な意

味を有する「ＬＯＧ」を，「丸太」であると一義的に理解，認識するとは考え難い。 

 よって，本件商標は，本件役務の質の誤認を生ずるおそれがないから，商標法４

条１項１６号に該当しない。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 取消事由１（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）について 

(1) 商標法３条１項３号について 

商標登録出願に係る商標が商標法３条１項３号にいう「役務の…質，提供の用に

供する物…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当する

というためには，需要者又は取引者によって，当該商標が，当該指定役務の質又は

提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得ることをもって足

りるというべきである。 

そこで，本件商標の査定時において，本件商標が，本件役務の需要者又は取引者

によって，本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に

認識され得るか否かについて検討する。 

(2) 「ＬＯＧ」の使用状況 

 ア 役務の主体を表示するものとしての使用 

 証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと

おり，役務を提供する主体の名称の一部に，「ＬＯＧ」が使用されていたことが認

められる。 

 (ア) ログハウス，ログキャビンなどの丸太で構成される建物ないし丸太風の壁

材で構成される建物（以下「丸太で構成される建物等」ということがある。）の設

計をする会社が，自社を紹介するために，「ＬＯＧ ＨＥＡＲＴ´Ｓ ＫＵＲＯＤ

Ａ」，「ＮＡＧＡＮＯ ＬＯＧ ＨＯＵＳＥ」との表示を使用している（甲２６，１

８６）。 

 (イ) 丸太で構成される建物等の建築会社が，自社を紹介するために，「ＭＵＴ
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ＳＵＭＩ ＬＯＧ ＣＡＢＩＮ」，「ＬＯＧＲＡＦ」，「ＬＯＧＫ１０」，「ＡＮＡ－Ｌ

ＯＧ」，「ＬＯＧ ＴＲＵＳＴ」との表示を使用している（甲３２，４２，５５，５

８，１８６，２４３の６，２４９）。 

(ウ) 丸太で構成される建物等の販売会社が，自社を紹介するために，「ＬＯＧ 

ＴＲＵＳＴ」，「ＬＯＧ ＨＥＹ」，「ＳｃａｎＤ ＬＯＧ」，「ＷＨＩＴＥ ＢＩＲＤ 

ＬＯＧ ＨＯＵＳＥ」との表示を使用している（甲２７，３９，１７０，１８３）。 

イ 役務の客体を表示するものとしての使用 

証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと

おり，役務の提供の用に供する物の名称の一部に，「ＬＯＧ」が使用されていたこ

とが認められる。 

(ア) 丸太で構成される建物からなる宿泊施設名につき，「ＬＯＧＨＯＴＥＬ 

ＴＨＥ ＭＡＰＬＥＬＯＤＧＥ」，「ＬＯＧ ＣＯＴＴＡＧＥ ＴＯＭＡＴＯ」と表

示され，丸太風の壁材で構成される賃貸物件の名称につき，「Ｆ－ＬＯＧ エフロ

グ 幹」と表示されている（甲６７，１１１の１，２６９）。 

(イ) 丸太で構成される建物を紹介する書籍の名称につき，「ＬＯＧ ＨＯＵＳ

Ｅ ＭＡＧＡＺＩＮＥ」と表示されている（甲１７０～１７２）。 

(ウ) 丸太で構成される建物のブランド名につき，「Ｇ－ＬＯＧ」，「ＣＯＵＮＴ

ＲＹ ＬＯＧ ＨＯＵＳＥ」，「ＦＩＮＥＣＵＴ ＬＯＧ ＨＯＵＳＥ」，「ＷＥＥＫ

ＥＮＤ ＬＯＧ ＨＯＵＳＥ」，「ＥＣＯ・ＬＯＧ」と表示されている（甲２００，

２０３，２０４，２５１，２５５，２５８）。 

(エ) 丸太で構成される建物からなる施設名につき，「ＬＯＧ ＲＯＡＤ ＤＡ

ＩＫＡＮＹＡＭＡ」と表示されている（甲２４５の１，２５３）。 

ウ 複合語としての使用 

証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと

おり，「ＬＯＧ」が他の言語と組み合わさって，使用されていたことが認められる。 

(ア) 雑誌に，丸太で構成される建物について，「ＬＯＧ ＨＯＵＳＥ」と表示
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されている（甲１８６，１８８，１９２）。 

(イ) 雑誌に，丸太で構成される小さな建物について，「ＭＩＮＩ ＬＯＧ」，

「ＬＯＧの小屋」と表示されている（甲１８０，１８３，１８５，２０２）。 

(ウ) 雑誌に，丸太で構成される外国に所在する古い建物について，「ＴＨＩＳ 

ＯＬＤ ＬＯＧ」と表示されている（甲１７０）。 

(エ) 雑誌に，丸太で構成される建物の組立材料について，「ＬＯＧ ＫＩＴ」

と表示されている（甲１８０）。 

(オ) 雑誌に，丸太で構成される建物における生活様式について，「ＬＯＧ Ｌ

ＩＦＥ」と表示されている（甲１８６，２００）。 

(カ) 雑誌に，丸太で構成される建物の画像及び「ゆっくりとした時間が流れま

す」の文字とともに，「ＳＬＯＷ ＬＯＧ ＬＩＦＥ」と表示されている（甲１９

５）。 

エ 単独使用 

証拠（甲１７９）によれば，本件役務に関する分野において，本件商標の査定日

以前において，丸太風の壁材で構成される建物に関するものであることを表示する

ために，「ＬＯＧ」のみが単独で使用されていたことが認められる。 

オ 以上によれば，本件役務に関する分野では，本件商標の査定日以前において，

役務の提供の用に供する物の内容について，それが丸太で構成される建物等である

ことを表示するために，その役務の主体や客体の名称の一部に，「ＬＯＧ」が数多

く使用されるとともに，丸太で構成される建物等に関するものであることを表示す

るために，「ＬＯＧ」が他の単語と組み合わさって又は単独で，数多く使用されて

いたということができる。 

(3) 「Ｌｏｇ」「ｌｏｇ」の使用状況 

ア 本件商標との相違 

「ＬＯＧ」と「Ｌｏｇ」「ｌｏｇ」とは，大文字の欧文字で表記されているか，

小文字の欧文字で表記されているかの相違しかなく，同一の称呼及び観念を生じ，
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社会通念上同一の商標と認められる。 

なお，「ＬＯＧ」は大文字の欧文字であるから，被告が主張するように，単語の

頭文字を並べる略語であると認識され得るものである。しかし，本件役務の需要者

又は取引者において，「ＬＯＧ」がどのような意味を示す略語であるかを示す証拠

はない。したがって，本件役務の需要者又は取引者が，「ＬＯＧ」をもって，「Ｌｏ

ｇ」「ｌｏｇ」とは全く異なる意味を有すると認識することはないというべきであ

る。 

イ 役務の主体を表示するものとしての使用 

証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと

おり，役務を提供する主体の名称の一部に，「Ｌｏｇ」「ｌｏｇ」が使用されていた

ことが認められる。 

(ア) 丸太で構成される建物等の設計をする会社が，自社を紹介するために，

「Ｄｅｅｒ Ｌｏｇ Ｈｏｍｅｓ」との表示を使用している（甲１８）。 

(イ) 丸太で構成される建物等の建築会社が，自社を紹介するために，「ｋｉｔ

ａｋａｒｕｉｚａｗａ ｌｏｇｋｏｂｏ」，「ＹＯＵＮＧ ＬＥＡＶＥＳ Ｌｏｇ 

Ｈｏｍｅ」，「ＩＳＨＩＮＯ Ｌｏｇ－Ｃｒａｆｔ ＣＬＵＢ」，「Ｌｏｇ ＆ Ｃｏ

ｕｎｔｒｙ」，「Ｂｏｏｔ Ｃａｍｐ ＬｏｇＢａｓｅ Ｙｏｎｅｈａｒａ」，「Ｈｉ

ｇｈｌａｎｄ Ｌｏｇ Ｂｕｉｌｄｅｒｓ ＬＴＤ．」，「Ｃａｎａｄｉａｎ Ｗａ

ｌｄｅｎ Ｌｏｇ Ｈｏｕｓｅ」，「Ｌｏｇ Ｃａｂｉｎ Ｈｏｍｅｓ社」との表示

を使用している（甲３３，３７，４８，１７０，１７２，１８７，１９３，２５

２）。 

(ウ) 丸太で構成される建物等の販売会社が，自社を紹介するために，「Ｃａｎ

ａｄｉａｎ Ｌｏｇ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ」，「ｈｅｒｂ＆ｌｏｇ Ｓｕｏｍｉ」との

表示を使用している（甲２３，５４）。 

ウ 役務の客体を表示するものとしての使用 

証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと
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おり，役務の提供の用に供する物の名称の一部に，「Ｌｏｇ」「ｌｏｇ」が使用され

ていたことが認められる。 

(ア) 丸太で構成される建物からなる宿泊施設名につき，「Ｒｅｎｔａｌ Ｌｏ

ｇ Ｃｏｔｔａｇｅ Ｗｅｓｔ Ｖｉｌｌａｇｅ」と表示されている（甲１２４）。 

(イ) 丸太で構成される建物等を紹介する書籍の名称につき，「Ｌｏｇ Ｈｏｍ

ｅ」，「Ｌｏｇ＆Ｌｉｖｉｎｇ」と表示されている（甲１６７，２５７）。 

(ウ) 丸太で構成される建物のブランド名につき，「Ｆｉｎｌａｎｄ Ｍｏｄｅ

ｒｎ Ｌｏｇ」，「ｅ－ｌｏｇ」，「ｅ－Ｌｏｇ」と表示されている（甲１８９，２４

７，２５６）。 

エ 複合語としての使用 

証拠（甲１９５）によれば，本件商標の査定日以前において，雑誌に，丸太で構

成される建物等における生活様式について，「Ｌｏｇ＆Ｌｉｖｉｎｇ」と表示され

ていたことが認められる。 

オ 以上によれば，本件役務に関する分野では，本件商標の査定日以前において，

役務の提供の用に供する物の内容について，それが丸太で構成される建物等である

ことを表示するために，その役務の主体や客体の名称の一部に，「ＬＯＧ」と社会

通念上同一と認められる「Ｌｏｇ」「ｌｏｇ」が数多く使用されるとともに，丸太

で構成される建物等に関するものであることを表示するために，「Ｌｏｇ」が他の

単語と組み合わさって使用されていたということができる。 

(4) 「ログ」の使用状況 

 ア 本件商標との相違 

「ＬＯＧ」は，通常の欧文字の読み方に基づけば，「エルオオジイ」，「ログ」と

称呼されるものである。したがって，本件役務の需要者又は取引者は，「ＬＯＧ」

から比較的容易に「ログ」を想起するものというべきである。 

 イ 役務の主体を表示するものとしての使用 

証拠（甲１９，２８～３０，３４，４０，４１，４４～４６，６１～６６，１６
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７，１６８，１７０，１７１，１７５，１８１，１８３，１８４，１８６～１８９，

１９０，１９３，１９６，２６６，２６８）によれば，本件商標の査定日以前にお

いて，丸太で構成される建物等の設計・建築・販売をする会社が，自社を紹介する

ため，下記のとおり，その名称の一部に，「ログ」を使用していたことが認められ

る。 

記 

ノースランド・ログホームズ，ＭＹログ工房，ウチダ・ログ・ビルディング，ス

クウェア ログ ホームズ，ノーザンライトログホームズ，ログ工房とっとの森株

式会社，ログ飯綱，信州ログアーツ，アックスログホームズ，ログクラフト事業協

同組合，小田森林ログハウジング，カントリーフィールドログホームズ，蜂の巣ロ

グハウジング，ログ工房 ＥＬ ＣＡＭＰＯ，ログキャビン劍，ハートランド・ロ

グ，ディー・ファー・ログホーム三都建設，香取ログ，アイビーログ工房，大建ロ

グハウス住宅事業部，ディア・ログホームズ，日田ログハウジング協同組合，長野

ログハウス建築設計，ベスト・ログ研究所，ログラフ，ウエスタンログホーム，ケ

ンジーログ工房，ログハウスＫ２，ログキャビン・ヨールマー，ハーブ＆ログ ス

オミ，ログ・トラスト，ハンドメイドログワークス，グループログ，白川ログハウ

ス，春野ログホーム，ＢＣログホーム，ログ工房ノーム，パシフィックログホーム

ズ，キートス ログハウス事業部，Ｂ・アラン・マッキー・スクール・オブ・ログ

ビルディング，カモノセ ログ，ベストログ研究所，国際ログビルダーズ協会，ハ

ルナログ工房，七山ログ研究会 

ウ 役務の客体を表示するものとしての使用 

証拠（甲６９，９８の１，１０９，１１５の２，１２１の２，１２３，１６５，

１７０，１８９，２４３の４，２４４の１）によれば，本件商標の査定日以前にお

いて，下記のとおり，丸太で構成される建物等からなる宿泊施設・ブランド・施設

の名称の一部に，「ログ」が使用されていたことが認められる。 

記 
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ニセコ・フリージアログヴィレッジ，道のログ宿 木こりん，ペンション＆ログ

コテージあるむ，ログコテージ エポック，コテージイン ログキャビン，ログペ

ンション 秋岡屋，ログの宿たか木，ログ ベアー，信玄ログ，ログロード代官山 

 エ 複合語としての使用 

 証拠（甲１３，１４，１５６～１９６，１９８～２００，２０２～２０６，２０

９，２１１，２１３～２１６，２２２，２３３，２６１，２６３，２６５～２６７，

２７５）によれば，本件商標の査定日以前において，下記のとおり，丸太で構成さ

れる建物等に関するものであることを表示するために，「ログ」が他の言語と組み

合わさって，使用されていたことが認められる。 

記 

 ログホーム，ログハウス，ログ小屋，ログキャビン，ログコテージ，ログバンガ

ロー，ログホテル，ログオフィス，ログ風ガレージ，テーマパーク風ログ，高床式

ログ，ログメーカー，ログ施工会社，ログ会社，ログビルディング，ログビルダ

ー，ログスクール，ログビルディングスクール，ログ業界，ログ事業，ログ原産

国，輸入ログ，カナディアンログ，フィンランドログ，アメリカンログ，エストニ

アログ，中国ログ，ログ材，ログ形状，角ログ，角型ログ，スクエアログ，丸ロ

グ，八角ログ，Ｄ型ログ，タイコ型ログ，楕円ログ，角集成ログ，板ログ，ログ

面，フィラーログ，中空ログ，パワーログ，ログシェル，ログ壁，ログウォール，

ログ壁量，ログ調パネル，土台ログ，ラミネートログ，ノンセントリングログ，ハ

ンドカットログ，マシンカットログ，ハンドメイドログ，ファインカット・ログ，

Ｆログ，ログサイズ，ログ組み，ログ積み，ログエンド，ログキット，ＢＳログオ

イル，ログ間，断熱ログ，桧ログ，ログ風，ログ幅，ログ木口，ログカウンター，

ログ手摺，ログ階段，ログ框，ログジョイント，ログワーク，シルログ，ハーフロ

グ，キャップログ，コードログ，プレートログ，丸太ログ，トラスログ，ログワー

クテクニック，ログアート，ログ搬入，ログ工法，注文ログ，格安ログ，高級ロ

グ，新築ログ，リゾート・ログ，低価格ログ，Ｎｅｗログ，オールドログ，ミニロ
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グ，ミニチュアログ，ログサイト，ログ専科，ログ建築，ダブデイル・ログ，ログ

ヤード，ログ実績，ミニログ，住宅ログ，ログ住宅，ログ棟，総ログ，ログ建設，

ログ造り，フルログ，ログ工場，ログ生活，ログライフ，ログプラン，ログファ

ン，ログ通，ログオーナー，ログマガ，ログ暮らし，ログ日記，エコログ，海ロ

グ，山ログ，ログ談義，ログ好き，アマチュア・ログ，自作派ログ，アンチログ，

ログフリーク 

 オ 以上によれば，本件役務に関する分野では，本件商標の査定日以前において，

役務の提供の用に供する物の内容について，それが丸太で構成される建物等である

ことを表示するために，その役務の主体や客体の名称の一部に，「ＬＯＧ」から比

較的容易に想起される「ログ」が数多く使用されるとともに，丸太で構成される建

物等に関するものであることを表示するために，「ログ」が他の単語と組み合わさ

って数多く使用されていたということができる。 

⑸ 需要者又は取引者の認識 

以上のとおり，本件役務に関する分野では，本件商標の査定日以前において，役

務の提供の用に供する物の内容について，それが丸太で構成される建物又は丸太風

の壁材で構成される建物であることを表示するために，その役務の主体や客体の名

称の一部に，「ＬＯＧ」や，「ＬＯＧ」と社会通念上同一と認められる「Ｌｏｇ」及

び「ｌｏｇ」並びに「ＬＯＧ」から比較的容易に想起される「ログ」が数多く使用

されるとともに，丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するため

に，「ＬＯＧ」，「Ｌｏｇ」，「ｌｏｇ」及び「ログ」が他の単語と組み合わさって又

は単独で，数多く使用されていたものである。 

そうすると，本件商標の査定時において，「ＬＯＧ」は，本件役務の提供の用に

供する建物の種別について，ログハウス，ログキャビンなどの丸太で構成される建

物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを，本件役務の

需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。 

 したがって，本件商標は，その査定時において，本件役務の需要者又は取引者に
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よって，本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認

識され得るというべきである。 

 ⑹ 被告の主張について 

ア 使用時期 

被告は，本件商標の使用状況を示すインターネットサイトや雑誌等（甲１７～１

５５，１９７，２０１，２１０，２１２，２１７～２２１，２２３，２２４，２２

７～２３２，２５４，２６９～２７４）は，本件商標の査定日より後に作成等され

たものである，又はその作成等の時期が明らかでない旨主張する。 

しかし，前記(2)ないし(4)において認定に供した証拠（インターネットサイト，

雑誌等）は，いずれも本件商標の査定日以前に作成されたもの又は本件商標の査定

日以前の事実について記載されたものであり，これら証拠の記載によれば，前記

(2)ないし(4)で認定した各事実を認めることができる。 

イ 「ＬＯＧ」の意義 

(ア) 被告は，一般に，また本件役務の分野においても，「ＬＯＧ」は，造語な

いし多義語として実際に使用されているなどと主張する。 

(イ) まず，英単語の「ＬＯＧ」の辞書的な意味は，「丸太」のほかにも，「記

録」，「航海日誌」，「対数」，「計測器」，「コンピュータの利用状況や通信の記録」な

どがあると認められ（甲３～１２，乙２・３），近年では「コンピュータの利用状

況や通信の記録」に関連することを示す複合語として「ログイン」，「ログアウト」，

「過去ログ」などの用語が一般的であることは，当裁判所に顕著である。 

しかし，本件役務とは無関係な分野における「ＬＯＧ」の意義や使用状況は，

「ＬＯＧ」が，本件役務の需要者又は取引者に，本件役務によって提供される建物

の種別について一定の内容を認識させるか否かという認定・判断に影響を与えるも

のではない。 

(ウ) また，本件役務に関する分野において，①建物のブランド名につき，計測

器という意義で「ＬＯＧ」と表示する例（乙５），②建物賃貸関連会社が，丸太で
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構成される建物等とは無関係な自社の活動内容を紹介するために「ｉｅログ」と表

示する例（乙１９），③丸太とは無関係に建築建材を紹介するインターネットサイ

トの名称につき「Ａｒｃｈ－ＬＯＧ」と表示する例（乙２０），④丸太で構成され

る建物等とは無関係な建物の適性評価に関する業務を行う会社が，自社を紹介する

ために「建てログ」と表示する例（乙２１），⑤丸太で構成される建物等とは無関

係な不動産会社が，自社を紹介するために「福岡ログ不動産」と表示する例（乙２

２）が認められる。なお，これらの他に，本件役務に関する分野において，「ＬＯ

Ｇ」，「ログ」などが，丸太で構成される建物等とは異なる内容であることを示すた

めに使用されている事実を認めるに足りる証拠はない。 

もっとも，前記①及び②について，本件商標の査定時にも当該表示がされていた

かについて明らかではない。この点をおくとしても，本件役務に関する分野におい

て，「ＬＯＧ」，「ログ」などが，丸太で構成される建物等とは異なる内容であるこ

とを示すために使用されている事実はわずか上記の５例にすぎないのに対し，前記

(2)ないし(4)で認定したとおり，丸太で構成される建物等という一定の内容を示す

ために使用されている事実は極めて多数に及ぶ。そうすると，前記①ないし⑤の事

実は，「ＬＯＧ」が，本件役務によって提供される建物の種別について，丸太で構

成される建物等という一定の内容を示しているであろうという，需要者又は取引者

の認識に異なる認識を与えるものではないというべきである。 

(エ) したがって，一般に，また本件役務の分野において，「ＬＯＧ」が造語な

いし多義語として実際に使用されているとの被告の前記主張は，結論に影響するも

のではない。 

ウ 「丸太」を想起する過程 

被告は，「ＬＯＧ」が「丸太」の意味を認識させるのは，「ハウス」といった特定

の言葉と結合し，あるいは関連付けられた場合のみであり，「ＬＯＧ」から「丸太」

の意味が一義的に想起されるものではないなどと主張する。 

しかし，本件役務の提供の用に供する物は建物それ自体であり，かつ，前記(2)
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ないし(4)で認定したとおり，本件役務の分野において，「ＬＯＧ」，「ログ」などが，

丸太で構成される建物等と関連付けられて使用されている事実は多数に及ぶもので

ある。そうすると，「ＬＯＧ」が建物に関する単語と結合し，又は建物に関連付け

られているか否かにかかわらず，「ＬＯＧ」自体が，本件役務によって提供される

建物の種別について，丸太で構成される建物等という一定の内容を示しているであ

ろうと需要者又は取引者に明らかに認識させるというべきである。たとえ，「ＬＯ

Ｇ」が，建物に関する単語と結合し，又は建物に関連付けられることで，丸太で構

成される建物等を想起させることがあったとしても，「ＬＯＧ」のみからも，本件

役務によって提供される建物の種別について，本件役務の需要者又は取引者に一定

の内容を想起させるものである。 

したがって，「ＬＯＧ」から「丸太」の意味が一義的に想起されないなどの被告

の前記主張は，結論に影響するものではない。 

⑺ 小括 

このように，本件商標の査定時において，「ＬＯＧ」は，本件役務の提供の用に

供する建物の種別について，ログハウス，ログキャビンなどの丸太で構成される建

物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを，本件役務の

需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。したがって，本

件商標は，その査定時において，本件役務の需要者又は取引者によって，本件役務

の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る。 

よって，「ＬＯＧ」は本件役務の質又は提供の用に供する物を普通に用いられる

方法で表示するものというべきであるから，「ＬＯＧ」のみからなる本件商標は，

本件役務との関係において，商標法３条１項３号に該当するものと認められる。 

以上のとおり，取消事由１は理由がある。 

２ 結論 

 以上によれば，その余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決は取り

消されるべきものであるから，主文のとおり判決する。 
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